
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康
保険証は新規発行はされず原則廃止となります。
健康保険証廃止に向け、マイナンバーカー
ドの取得及びマイナ保険証の利用登録を
お願いいたします。
すでにマイナ保険証をお持ちの方は、医
療機関受診時にぜひご利用ください。

「資格情報のお知らせ」を配布します
当健康保険組合に登録されているマイナンバーの下4桁を表示していますので、ご確認をお願いします。

※マイナポータルの資格画面や資格情報のお知らせだけでは、保険診療を受けられません。オンライン資格確認等システム
を導入していない医療機関に受診する際は、マイナ保険証と一緒に窓口に提示いただきますようお願いします。

健康

廃止
保険証

令和6年12月2日

点線で切り取り、マイナンバーカードと一緒に携帯する等、
大切に保管をお願いします。
医療機関受診時に機器の不具合等でマイナ保険証が利用で
きない時に、資格情報のお知らせとマイナ保険証を併せて
提示することで、今までどおり受診できます。
また、健康保険の各種給付金等の申請、お問い合わせの際
に必要となる記号・番号を把握することができます。

左記の通知書に記載されたマイナンバーの下4桁とご自身
のマイナンバー下4桁を照合して、 誤りがないかご確認を
お願いします。

※ご自身のマイナンバーは、マイナンバーカード・通知
カード・個人番号通知書で確認してください。
誤りがあった場合は、日本発条健康保険組合（TEL：
045－786－7539）までご連絡ください。

マイナ保険証が使えない場合に備えるためのフローチャート
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お
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ダウンロードするためには、
マイナ保険証の利用登録の手
続きが必要となります。

マイナポータルの資格情
報画面をスマホにダウン
ロードしてください。

お
願
い

マイナ保険証の取得が困難な方につ
いては、 令和7年12月2日までに資
格確認書を交付します。それまでの
間は、保険証をご活用ください。

マイナンバーカードの取得に
ご協力をお願いします。

お
願
い

資格情報のお知らせ （様式の右下
を切り取ったもの）をマイナンバー
カードと一緒に携帯してください。
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いいえ
（登録していない）

マイナ保険証利用についてのフローチャート

はい
（登録している） 分からない

マイナポータル「ホー
ム」「健康保険証」で保
険証利用登録をご確
認ください。

・医療機関等での受診の際はマイナ
保険証を利用してください。

・医療機関において、カードリーダー
が使えない等に備え、資格情報の
お知らせを携帯してください。

※もしくはマイナポータ
ルの資格情報画面をご
用意ください。

・令和7年12月1日までにマイナ保険証の登録をお願いします。
・令和7年12月1日までは健康保険証が使用できます。（経過措置）
・マイナ保険証の登録を行っていない方には、令和7年12月1日までに職権で資格

確認書を交付いたしますので、医療機関等の受診は資格確認書をご利用ください。

・速やかにマイナ保険証の登録をお願いします。
・マイナ保険証の登録を行っていない方は、資格取得届等の資格確認書交付希望

欄において交付希望をしていただくと、資格確認書を交付いたします。医療機
関等での受診は資格確認書をご利用ください。

マイナ保険証移行に
関するご案内

詳しくは、トップページよりクリック!!

マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていますか？


